
２１ 

議案第 ７ 号 

 

   おいらせ町奥入瀬川の清流を守る条例及びおいらせ町環境美化

条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町奥入瀬川の清流を守る条例（平成１８年おいらせ町条例第

１２０号）及びおいらせ町環境美化条例（平成１９年おいらせ町条例第

４号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ２ 年 ３ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律

第２９号）の施行に伴い、奥入瀬川清流指導隊員及び環境美化指導員の

設置に関する規定を削除するため提案するものである。 



２２ 

  おいらせ町奥入瀬川の清流を守る条例及びおいらせ町環境美化

条例の一部を改正する条例 

（おいらせ町奥入瀬川の清流を守る条例の一部改正） 

第１条 おいらせ町奥入瀬川の清流を守る条例（平成１８年おいらせ町

条例第１２０号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条を削り、第１３条を第１２条とし、第１４条を第１３条と

する。 

（おいらせ町環境美化条例の一部改正） 

第２条 おいらせ町環境美化条例（平成１９年おいらせ町条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

第２１条を削り、第２２条を第２１条とし、第２３条を第２２条と

し、第２４条を第２３条とする。 

   附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

  


